地域密着型サービスの運営等に関する取扱いについて　№２
【小規模多機能型居宅介護】
　
ひとつの宿泊室に２人の利用者が同時に宿泊する場合の取扱いについて
小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室は、個室が原則となっている。
しかし、同一の小規模多機能型居宅介護事業所に登録をしている夫婦、兄弟姉妹等がひとつの宿泊室に宿泊を希望等する場合も想定される。
　　この様な場合の宿泊に関し、基準省令及び解釈通知では次のように規定している。

　　　　　　

	基準省令第６７条（抜粋）
第２項　

二　宿泊室

イ　一の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇
上必要と認められる場合は、２人とすることができるものと
する。


	基準省令第６７条第２項に係る解釈通知（抜粋）
３　設備に関する基準
（２）設備及び備品等

③　宿泊室

ロ　利用者が泊まるスペースは、基本的に１人当たり7.43㎡
程度あり、かつ、その構造がプライバシーが確保されたもの
であることが必要であることから、例えば、６畳間であれば、基本的に１人を宿泊させることになる。ただし、利用者の希
望等により、６畳間で一時的に２人を宿泊させるという状態
があったとしても、そのことをもって直ちに基準違反となる
ものではないことに留意すること。


　　　　
　　　　上記の規定を踏まえ、ひとつの宿泊室に２人の利用者が同時に宿泊する場
合の諏訪広域連合における取扱いについては、次のとおりとする。

　　

　　　（１）２人がひとつの宿泊室に宿泊した場合であっても、当該事業所における宿泊サービスの利用定員数は超えないこと。
　　　　　　例　宿泊サービスの定員数が９名となっている事業所の場合、２人がひとつの宿泊室に宿泊したときには、この２人の他に宿泊サービスを利用できるのは７名以内となる。
　　
（２）ひとつの宿泊室に１人が宿泊することが小規模多機能型居宅介護における宿泊サービスの基本的な利用であることから、夫婦等による同一居室への同時宿泊が常態化することは、適切な介護サービス提供等の観点から好ましくないものといえる。なお、宿泊サービス利用者が宿泊室間を行き来することは可能であるため、その様な対応をとることで同一居室への同時宿泊が必要とならない場合も見込まれる。これらのことを踏まえ、事業者は次の対応をすることとする。
①２人がひとつの宿泊室に宿泊することが必要になった理由や利用日等を小規模多機能型居宅介護計画書等に明記すること。また、利用者の希望による場合にはその旨が確認できる希望書又は同意書（いずれも様式任意）を事業所に保管しておくこと。

②２人がひとつの宿泊室に宿泊することは、事業者の都合により一方的になされるべきものではなく、原則的には利用者が希望する場合に限定されるものとなる。このため、事業者は、当該宿泊の状況について、上記①の資料等にもとづき、基準省令第８５条第１項で規定する運営推進会議においてその都度報告をし、評価等を得るものとする。
　
	基準省令第８５条
第１項
　指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型
居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住
民の代表者、指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在する市
町村の職員又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在

する区域を管轄する法第１１５条の３９第１項に規定する地域
包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見
を有する者等により構成される協議会（以下この項に於いて「運
営推進会議」という。）を設置し、概ね２月に１回以上、運営推
進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活
動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運
営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければな
らない。
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